
４平成 26 年 4 月 1 日　広報ふっさ　No.900毎週水曜日は一部午後8時まで開庁時間を延長しています

及
び
東
京
都
内
の
各
農
業
協
同

組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・

各
郵

便
局

▼
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
結
果

を
公
表
し
ま
す

　

2
月
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
滞
納
市
税
等
の

差
押
物
件
の
公
売
は
、
左
表
の

と
お
り
落
札
さ
れ
ま
し
た
。
売

却
金
は
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る

市
税
等
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

　　　固定資産に関するお知らせ
■課税明細書を 4月 1日に郵送しました

　課税明細書は、1月1日現在、市内に土地や家屋を所有している方に、

今年度の価格や税額等をお知らせするためのものです。内容についての

問合せや課税明細書が届かない方は課税課資産税係へご連絡ください。

　また、家屋の増築、取り壊し、用途変更（店舗から居宅など）をし

た場合も、翌年度から税額の計算方法が変わることがありますので、

課税課資産税係へご連絡ください。

■新築住宅軽減について

　専用住宅、併用住宅（居住部分が全体の 2 分の 1 以上のもの）で、

居住部分の面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下（共同住宅の貸家住宅では 40

㎡以上280㎡以下）のものについて120㎡までの固定資産税を3年間（3

階建以上の中高層耐火建築物の場合 5 年間、長期優良住宅の場合はさ

らに 2年間延長）2分の 1に軽減する制度があります。

　新築住宅の軽減期間が過ぎると税額が通常の価格に戻りますので、

建築年数のご確認をお願いします。

【問合せ】課税課資産税係☎ 551・1614

年
金
だ
よ
り

▼
平
成
26
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料

　

平
成
26
年
4
月
分
か
ら
平

成
27
年
3
月
分
ま
で
の
国
民

年
金
保
険
料
は
、
月
額
１
５
，

２
５
０
円
で
す
。

　

保
険
料
を
納
め
忘
れ
て
し
ま

う
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
が

少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
納
付
期
限

（
翌
月
末
日
）
ま
で
に
納
め
て

収
納
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
の

ご
利
用
を
～
う
っ
か
り
忘
れ
に

も
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
！

　

市
税
・

国
民
健
康
保
険
税
・

介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
は
、
納
期
限
を
過
ぎ

る
と
延
滞
金
が
課
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
ん
な
ト
ラ
ブ
ル
を

防
ぐ
た
め
に
も
、
市
・

都
民
税

（
特
別
徴
収
、
法
人
市
民
税
は

除
く
）、
軽
自
動
車
税
、
固
定

資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
国
民

健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
に
は
口
座
振
替
を
お
勧
め
し

て
い
ま
す
。

　

ご
指
定
の
預
金
口
座
か
ら
各

納
期
限
に
自
動
的
に
引
き
落
と

さ
れ
ま
す
の
で
、
納
め
に
行
く

手
間
が
省
け
、
納
め
忘
れ
の
心

配
も
な
く
大
変
便
利
で
す
。
忙

し
い
方
に
は
特
に
お
勧
め
で
す

の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
】
市
役
所
、
取
扱
金

警視庁「家出人・少年相談」

　年間を通じ、少年の家出や非行問題、福祉犯罪

の被害の悩みごとなど、面接、または電話による

相談を実施しています。

〈面接相談〉警視庁八王子少年センター

【場所】八王子市南大沢 1-155-4（京王相模原線「南

大沢駅」下車）

【電話】☎ 042・679・1082（平日午前 8 時 30 分～

午後 5時 15 分）

〈家出に関する電話相談〉行方不明者電話相談室

【電話】☎ 03・3592・1640（平日午前 8 時 30 分～

午後 5時 15 分）

〈非行に関する電話相談〉ヤング･テレホン･コーナー

【電話】☎ 03・3580・4970( 平日午前 8 時 30 分～

午後 8 時、土・日・祝日は午後 5 時まで [ 年末年

始除く］）

住
民
税
（
市
・
都
民
税
）
の
特
別

徴
収
（
給
与
天
引
き
）
に
つ
い
て

　

法
令
に
基
づ
き
、
西
多
摩
地

区
市
町
村
で
は
平
成
23
年
度
か

ら
特
別
徴
収
の
推
進
を
し
て
い

「
多
摩
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」
4
月
実
施
セ
ミ
ナ
ー

の
ご
案
内

▼
職
業
適
性
検
査(

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｂ)

【
日
時
】
4
月
8
日
㈫
午
後
1

時
30
分
～
4
時
30
分

▼
保
護
者
の
た
め
の
就
労
支
援

説
明
会

【
日
時
】
4
月
12
日
㈯
午
後
2

時
～
4
時

▼
パ
ソ
コ
ン
基
礎
講
習
Ｅ
ｘ
ｃ

ｅ
ｌ

【
日
時
】
4
月
12
日
㈯
・

19
日

㈯
午
後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

▼
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
講
座

【
日
時
】
4
月
25
日
㈮
午
後
1

時
30
分
～
3
時

※
各
種
セ
ミ
ナ
ー
の
詳
細
は

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ(http://

www.tamayss.jp/)
を

ご

覧

く
だ
さ
い
。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の
仮徴収が開始されます

　国民健康保険の納税義務者や、後期高齢者医療制度加入

者で特別徴収となる条件を満たしている方は、支給される

年金から納めていただく特別徴収（年金からの徴収）を行っ

ています。特別徴収対象者は、年 6 回の年金支給月ごとに

納付していただくことになります。

　また、平成 26 年 4 月から新たに特別徴収を開始される方

は下表のとおりです。

・国民健康保険の納税義務者
⇒平成 25 年 10 月 2 日までに 65 歳になった世帯主の方で特

別徴収となる条件を満たした方。対象の方には、3 月中旬

に通知を発送しました。

・後期高齢者医療制度加入者
⇒平成 25 年 10 月 2 日までに 75 歳になった方で特別徴収と

なる条件を満たした方。対象の方には、3 月中旬に通知を

発送しました。

特別徴収（年金からの徴収）
1期
4 月

2 期
6 月

3 期
8 月

4 期
10 月

5 期
12 月

6 期
2 月

（仮徴収） （本徴収）
〈すでに特別徴収になっている方〉
⇒ 2 月に徴収された金額と同額を

各期で徴収

〈4 月から特別徴収になる方〉⇒前

年度国民健康保険税または後期高

齢者医療保険料を基に仮算定した

年税額の6分の1の額を各期で徴収

確定した国民健康保険税ま

たは後期高齢者医療保険料

から仮徴収済額（4月・6月・

8 月に徴収した額）を差し

引いた残額の 3 分の 1 の額

を各期で徴収

【問合せ】保険年金課保険年金係☎ 551・1640、後期高齢
医療係☎ 551・1767

融
機
関
窓
口
で
お
申
し
込
み
い

た
だ
く
か
、
所
定
の
口
座
振
替

依
頼
書
を
〒
197
―
８
５
０
１
福

生
市
本
町
５
福
生
市
役
所
収
納

課
へ
お
送
り
く
だ
さ
い(

預
金

通
帳
の
届
印
が
必
要
で
す)

。

収
納
課
に
お
電
話
を
い
た
だ
け

れ
ば
、
口
座
振
替
依
頼
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
用
紙
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
申
込
み
期
日
】
申
込
み
を
し

て
か
ら
お
お
む
ね
1
か
月
半
以

降
の
納
期
限
よ
り
振
替
が
で
き

ま
す
。

【
取
扱
金
融
機
関
等
】
埼
玉
り

そ
な
銀
行
、
東
京
都
民
銀
行
、

東
和
銀
行
、
東
日
本
銀
行
、
み

ず
ほ
銀
行
、
三
井
住
友
銀
行
、

三
井
住
友
信
託
銀
行
、
三
菱
東

京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、り
そ
な
銀
行
、

青
梅
信
用
金
庫
、
西
武
信
用
金

庫
、
多
摩
信
用
金
庫
、
中
央
労

働
金
庫
、
大
東
京
信
用
組
合
、

西
多
摩
農
業
協
同
組
合
、
東
京

都
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

ま
す
。

　

市
町
村
は
、
当
該
年
度
の
初

日
に
お
い
て
納
税
義
務
者
（
従

業
員
等
）
に
対
し
て
給
与
の
支

払
い
を
す
る
者
で
、
所
得
税
を

源
泉
徴
収
し
て
納
付
す
る
義
務

が
あ
る
者
を
特
別
徴
収
義
務
者

と
し
て
指
定
し
、
給
与
支
払
者

は
、住
民
税
を
給
与
天
引
き（
特

別
徴
収
）
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。

　

納
税
の
公
平
性
と
納
税
者
の

利
便
性
を
図
る
た
め
、ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
２
か
所
以
上
か
ら
給

与
収
入
が
あ
る
場
合
は
、原
則
、

本
業
の
給
与
に
合
算
さ
れ
、
特

別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　

給
与
以
外
の
収
入
も
次
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
給
与
収
入
に

合
算
し
て
、
給
与
か
ら
特
別
徴

収
と
な
り
ま
す
。

▼
65
歳
未
満
で
年
金
所
得
が
あ

る
場
合

▼
給
与
・

年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
場
合
（
た
だ
し
、
確
定
申

告
書
で
普
通
徴
収
を
希
望
し
た

場
合
を
除
く
）

【
問
合
せ
】
課
税
課
市
民
税
係

☎
551
・

１
６
１
０

く
だ
さ
い
。

▼
学
生
納
付
特
例
の
申
請
を
忘

れ
ず
に

　

学
生
納
付
特
例
制
度
の
承

認
期
間
は
4
月
（
ま
た
は
20

歳
誕
生
月
）
か
ら
翌
年
3
月

ま
で
の
た
め
、
一
度
承
認
さ

れ
た
方
で
も
、
年
度
ご
と
に

申
請
が
必
要
で
す
。
平
成
26

年
度
有
効
の
学
生
証
ま
た
は

在
学
証
明
書
を
持
参
し
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

は
が
き
形
式
の
学
生
納
付
特
例

申
請
書
が
発
送
さ
れ
た
方
は
、

そ
の
は
が
き
に
必
要
事
項
を
記

入
し
返
送
す
る
こ
と
で
申
請
が

で
き
ま
す
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０
、
青

梅
年
金
事
務
所
☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０

納税は　納期内で　元気な福生

公売結果の一例
差押物件 落札価格

シャープＬ
ＥＤアクオ
ス 32 イ ン
チ

20,500円

レザー二つ
折り長財布

106,000
円

トートバッ
グ

53,050円

※
利
用
は
無
料
で
す
が
、
事
前

の
登
録
が
必
要
で
す
。

【
対
象
】 

15
～
39
歳
の
方
と
そ

の
保
護
者
の
方

【
場
所
】
熊
川
１
７
１
２
笠
原

ビ
ル
4
階
401 

(

Ｊ
Ｒ
拝
島
駅

南
口
徒
歩
3
分)

【
申
込
み
】
多
摩
若
者
サ

ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
☎
513
・

０
５
７
７(

開
所
時
間
・

午
前

11
時
～
午
後
6
時
※
日
・

月
・

祝
日
定
休)

へ
電
話
ま
た
は

メ
ー
ル(info@tamayss.jp

）

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。


